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事前アンケート結果①（全参加者）
回答者種別

2

説明会、興味のあるテーマ

その他:トラック新法について、荷種類別の適正運賃等
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その他:行政書士、企業組合



事前アンケート結果②（全参加者）
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物流ﾊﾟｰﾄﾅｰ選定の重要項目
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その他：トラックが常時清潔か

内訳（荷主） 内訳（物流事業者）
その他：トラックが常時清潔か
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安全に製品を届けてくれるか

納期を守って届けてくれるか

安く運んでくれるか

長く付き合える相手か

経営状況が安定しているか

労働者の雇用が安定しているか

行政処分を受けていないか

代表者が信用できるか

担当者が信用できるか

その他
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安全に製品を届けてくれるか

納期を守って届けてくれるか

安く運んでくれるか

長く付き合える相手か

経営状況が安定しているか

労働者の雇用が安定しているか

行政処分を受けていないか

代表者が信用できるか

担当者が信用できるか

その他



事前アンケート結果③（全参加者）
事業継続・物流の維持に関してご不安はありますか

4

不安の具体的内容
その他着荷主発荷主倉庫業者元請トラック事業者トラック事業者

経営者の後継者不在。
たとえ実子（家族承継）
や生え抜きの運転者（従
業員承継）であっても、
経営者として相応しくなけ
れば継がせられない。既
存客を切らざるを得なかっ
たりする。運転者さえいて
くれれば車余りが解消でき、
その間に社長が営業する
時間が取れるのに。

・各業界として、どのような
対応を開始するのか、あ
るいは、しているのかを知り
たい。
・労働人口減少とドライ
バーの賃金水準の低さ

・アパレル物流バラ済みコ
ストが常態化、ドライバー
の高齢化が心配
・危険物輸送に関する規
制緩和
・東京は202408以降運
送手配が困難な状態→
便が組めない、商品配送
できない、流通が滞る。
・物流コストの上昇、DX
も維持費かかる。

・景気に左右されるので
不安定である

・人材(ドライバー不足)
・原価上昇に対しての収
受運賃の連動不足
・魅力ある職場にするため
の組合・協会の共通認識
・日本郵便問題の影響
・中小事業者に物流効
率化は難しい。
・運賃交渉すると毎回荷
主に「安い事業者を探す」
と言われる。

・荷主の不理解
・お客様から喜ばれてはい
るが、結果利益があまり
出ていないので。
・ドライバーの高齢化。



事前アンケート結果④（荷主）
自社の商品（製品）がどのような過程で運ばれているかご存じですか

5その他：改善するため現場確認・作業内容を理解しています。

「知らない」の理由



事前アンケート結果⑤（荷主）

その他：未回答

改正トラック法により、令和7年4月1日より、荷主にも契約書面化が義務化されていることをご存じですか。

6
その他：実施、未実施については、担当外であるため不明、輸送部門は関連子会社であり、本社間で取り決めするため。

既存の費用にプライス費用的問題が発生するから。

「知っていた（未実施で実施時期未定）」、「知らなかった（実施する予定なし）」と回答されたの理由



事前アンケート結果⑥（荷主）
現在、売上高に対する物流費の割合はどの程度ですか

7

売上高に占める物流費の割合は以前(20240401時点、又はそれ以前)よりも増加していますか。

その他：不明、把握していない、わからない

その他：不明、把握していない、わからない



事前アンケート結果⑦（荷主）
物流費の割合が増加した方は増加分は売価に転嫁できていますか。

8

転嫁未実施、時期未定の理由

その他：おおむね転嫁できたが100％ではない。できている取引先もあるができていない取引先もある。把握していな。

その他：不明、把握していない、わからない



事前アンケート結果⑧（全参加者）

その他：物流事業者との契約による。契約内容による。契約条件によります。等

トラックドライバーの「運送」に係る仕事の範囲はどこまでだと考えますか。

9

荷物を積んだトラックを現地に到着させるまで（荷台からの卸しは着荷主側で行う。）

荷物を積んだトラックを貨物を地上に下すまで（フォークリフト使用）

荷物を積んだトラックを貨物を地上に下すまで（手卸し）

荷物を積んだトラックを貨物を地上に下し、着荷主指定の場所（倉庫内）に定着させるまで

基本的になんでも指示した作業はしてもらえると思っている。

その他

内訳（荷主） 内訳（物流事業者）

その他：契約内容による。等
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荷物を積んだトラックを現地に到着させるまで

（荷台からの卸しは着荷主側で行う。）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に下すまで（フォークリフト使用）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に下すまで（手卸し）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に卸し、着荷主指定の場所（倉庫内）…

基本的になんでも指示した作業はしてもらえる

（させられる）。

その他
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荷物を積んだトラックを現地に到着させるまで

（荷台からの卸しは着荷主側で行う。）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に下すまで（フォークリフト使用）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に下すまで（手卸し）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に卸し、着荷主指定の場所（倉庫内）…

基本的になんでも指示した作業はしてもらえる

（させられる）。

その他



事前アンケート結果⑨（全参加者）

作業をトラックドライバーにお願いしている理由は何ですか。

どのような作業を依頼されていますか。

その他：ユニック作業に関しては、別料金を支払っているためレッカーと同じ認識で依頼しています。運賃に別立てで代金を決めており、お客様がそれを求め
ているので。附帯作業改善に向けて交渉中。着荷主の要望。 10

その他：店別仕分けをドライバーへさせる小売業あり。該当項目なし。



事前アンケート結果⑩（全参加者）

（トラック事業者）
○冷凍庫や冷蔵庫でドライバーへ仕分け作業をさせている企業は特に改善願いたい。待機時間が長いだけ

でなく、ドライバーへの健康を害する恐れがあるし、衛生管理に支障が出ないようにドライバーへ配送以外の
作業服を支給しなければならないので経費負担にもなる。

○効率化を図るのに必要な場合もある。
（発荷主）
○小泉内閣の規制緩和で運送事業者が増えた際に、他社との競争で運送事業者が値下げのみならず付

帯サービスも始めたのではないか。→商慣習化
○物流業者から改善要請を受けており、着荷主に対して改善要請をしている
○２４年問題もあり、着荷主に改善要望をしているが受け入れられない。取引開始時からその条件で受け

ているため、製品単価に運賃・荷役料は込みの認識を払拭できない。強く改善要望を行うと、注文自体が
無くなる可能性があり本末転倒になってしまう。他業者から要請が無いとよく言われる。

○自分で積んでいく物なので、間違いないか検品、崩れないように荷造りする。
○フォークや手下ろしをお客様の求めに応じて対応している。他社は当然ながらそういう作業までやっているの

で。
○商品に運賃が含まれているとのお客様認識があるから。
○方面別の仕分けは（特に特積み便）、運航便への荷物受け渡し時など、以降の作業円滑化に重要で、

受け渡しを行う集荷ドライバーが、荷台積込みを含め対処する事に合理性があります。（混載貸切便はこ
の限りに無い）中小企業の荷主では、物流業者同等或いはそれ以上に人で不足が深刻です。付帯作業
については、見積り提示以前に説明の上で契約を行っており、双方の合意により価格反映が前提と考える。

。

作業をトラックドライバーにお願いしている具体的な事情はありますか

11



トラック事業者の皆様にお聞きします。
現在収受できている運賃の水準は会社全体の平均で、標準的運賃の何割くらいですか。

事前アンケート結果⑪（トラック事業者）

12



トラック事業者の皆様にお聞きします。現在一運行あたりの積載効率はどの程度ですか

その他：人件費以外での原価では赤字から脱却。人件費転嫁ができない

13

事前アンケート結果⑫（トラック事業者）
トラック事業者の皆様にお聞きします。現在収受している運賃で運送コストは賄えていますか。



事前アンケート結果⑬（トラック事業者）

トラック事業者の皆様にお聞きします。運送の依頼をお断りした理由はなんですか。

トラック事業者の皆様にお聞きします。運送の依頼をお断りしたことはありますか。

14
その他：通常の付き合い無く繁忙期のみ発注荷主は断る。重なって手配できない。重なって手配できない。業務効率化に繋がらないため。ドライバーがいない。

人員・車両不足。既存の荷物を捌くのに精一杯。道路幅が狭い。業務多忙で取りたくても荷物を取れない場合がある。



トラック事業者以外の物流事業者の皆様にお聞きします。
現在収受できている運賃・料金の水準は、会社全体の平均で、適正と思われる額の何割くらいですか。

事前アンケート結果⑭（トラック事業者以外の物流事業者）

15
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事前にいただいた問題意識等商慣行の見直し
トラック運送事業者の皆さんから
・多重下請けの現状打破。
・どの主力商品を運んでいる会社が一番苦戦を強いられているかが知りたい。
元請トラック運送事業者の皆さんから
・物流効率化の為に、発荷主がＣＬＯを中心に商慣習の改革にどのように取り組むか
・ルール遵守した者が損をしない対策だが、具体的に思い浮かばない。
利用運送事業者の皆さんから
・端的な規制の強化・緩和や、理解・協力の要請だけでなく、きちんと深掘りして原因や要因を深
く認識して頂きたい。
倉庫業者の皆さんから
・荷主企業は依頼すれば後は輸送と倉庫でやってくれるという認識に見える。１C/S運ぶのに運送
会社と倉庫会社でどれだけの人数が関わってるか分かってない。物流知識に乏しい。

・荷主企業に向けてどのような活動をしているのか。また、その反応はどうか。
発荷主の皆さんから
・商社・卸売業の責任を自覚し、商社・卸売業にも物流効率化の責任を負わせるような施策を
求める。
その他の皆さんから
経費削減策、荷主規制、消費者の意識変容。

17



関係者との対話、周知継続による社内意識変容の例

• 当社は管理部門として、現場の活動以外にも運送事業者などと直接面
談、ヒアリングを順次行っていますが、やはり「これまでの関係があり、関係
性を壊しそうで本来希望する値上げは荷主に言いづらい」との話が大勢を
占めています。拠点によっては、運送会社面談から「実は・・・」「できれば・
・・」との本音が聞き取れ、その場合は主観的な市場価格（運賃）と比
較するなど、管理部門として値上げの指示を行っています。結果、運送事
業者から感謝の言葉をもらえております。

• 企業によっては、やるべきこと、必要なことではあるものの、社内的には難し
い立ち位置であることも想像します。当社の社内意識は、周知等々を行う
ことで随分と変わり、経営層の理解も進んできました。

• 進まない荷主企業に関しては、一定レベル以上の管理職、経営層を対
象に、説明会などを直接的に招待することも必要だと思います。

• そうすることで、見えてくる理想と現実もある、そこからの打開策、場合によ
っては軌道修正をするなど、スピード感も変わってくるのではと思います。

18



事前にいただいた問題意識等
運賃・料金、輸送コスト
トラック事業者の皆さんから
・適正運賃の収受。そもそもなんでも運んでいる会社もおそらく、仕方なくその運賃が適正でない
商品を運んでいると思います。
利用運送事業者の皆さん
・標準運賃が実勢料金と乖離しており、交渉の材料にならない。何を参照し設定されたのかを
知りたい。
・今後、新たに施行される新法の適正原価の居所
発荷主の皆さんから
・特に運賃の値上げに関してが問題だとおもっております。
・国や県から頂いている仕事が多く、運賃値上げに関しては出来る範囲で対応させて頂いていま
すが、元々の国や県から出ている輸送予算が非常に少なく、また値段も上がっていないので、輸送
だけ見ればかなり赤字状態となっております。

人手不足について
発荷主の皆さんから
労働力不足の深刻化（特に若年ドライバー離れは顕著、２０２４年問題）

19



事前にいただいた問題意識等

モーダルシフトについて
利用運送事業者の皆さんから
緊急施策で鉄道輸送や内航輸送を倍増等と言った話が在ったが、具体的にどう倍増させる計画
なのか聞きたい。
発荷主の皆さんから
物流拠点の最適配置やモーダルシフトの推進等も解決策となりえると考えます。"

法規制等について
発荷主の皆さんから
拘束時間短縮、適切な値上げ受け入れ。
①着荷主への責任者の文書化(明文化)罰則規定。
②発荷主への責任者の文書化(明文化)罰則規定。
③待機時間が常習的に生じている発荷主、着荷主企業への現場報告義務化
④運転手さんへ待機時間が何分以上はトラックGメンに通報できるとの認知度をあげる活動。(広
報活動)

⑤物流費3億円以上の発荷主、着荷主に対して報告義務付け。(チェックシート作成)

20



① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法質疑応答紹介
⑤ 物流効率化事例紹介
⑥ 参考資料



参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年５月2１日～６月2４日
2次元

バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R7.6.23
第１回「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」の開催
～ラストマイル配送を取り巻く諸課題に対応するための方策について議論・検討します～

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000901.html

国土交通省R7.6.23令和７年４月の宅配便の再配達率は約8.4％
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000908.html

国土交通省R7.6.23
「中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援）」を実施
します！！
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha04_hh_000335.html

中小企業庁R7.6.23「価格交渉講習会」を全国47都道府県にて開催いたします
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250623.html

国土交通省
経済産業省R7.6.20

共同輸配送や帰り荷確保等のためのデータ連携促進支援事業費補助金の２次公募に
ついて
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000907.html

国土交通省
経済産業省R7.6.20令和７年度 物流パートナーシップ優良事業者を募集します！

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000909.html

※順不同 22



参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年５月2１日～６月2４日
2次元

バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

厚生労働省R7.6.20価格交渉促進月間（2025年3月）フォローアップ調査の結果を公表します
https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250620003/20250620003.html

国土交通省R7.6.17

第４回「トラック運送業における多重下請構造検討会」を開催しました
～トラック運送業における多重下請構造検討会とりまとめ（案）について議論～
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000122.html
※関係資料、議事概要については上記HPにて近日公開予定

国土交通省R7.6.17
令和６年度海運モーダルシフト大賞を選定！
～海上輸送へのモーダルシフトにおける革新的な取組に対して授与～
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji10_hh_000159.html

国土交通省R7.6.13
令和７年度「物流脱炭素化促進事業」（補助事業）の二次公募開始
～物流施設等における水素・再エネ利用関連設備の導入を支援します～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000905.html

国土交通省R7.6.13
「荷役作業の効率化のための「標準仕様パレット」の利用促進支援事業費補助金」の
追加公募について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000902.html

国土交通省R7.6.12
「災害時の支援物資輸送体制構築促進事業」（補助事業）の二次募集開始
～官民が連携して行う支援物資輸送訓練を支援します！～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000904.html

※順不同 23



参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年５月2１日～６月2４日
2次元

バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

厚生労働省R7.6.11

令和７年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律（労働施策総合推進法）等の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/in
dex_00003.html

国土交通省R7.6.9
第２回「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」の開催
～現行の政府計画等の進捗状況をフォローアップします～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000899.html

国土交通省R7.6.9
「地域連携モーダルシフト等促進事業」（補助事業）の二次公募開始
～地域連携したモーダルシフトや共同輸配送等の先進的取組を支援します～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000900.html

国土交通省
環境省R7.6.9

低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援！
～ 令和７年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 （低炭素型ディーゼルトラック
普及加速化事業）の公募を開始 ～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000330.html （国土交通省）
https://www.env.go.jp/press/press_05020.html （環境省）

経済産業省R7.6.9「モビリティDX戦略」をアップデートしました
https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250609001/20250609001.html

国土交通省R7.6.6
「第２回 自動物流道路の実装に向けたコンソーシアム ビジネスモデル分科会」を開催し
ました ～「危機」を「転機」とする自動物流道路～
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001946.html

※順不同 24



参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年５月2１日～６月2４日

2次元
バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R7.6.6「物流イノベーション実装支援事業」の公募開始について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000898.html

国土交通省R7.6.5
持続可能な物流体系の構築にむけて
～「多様な輸送モードのさらなる活用に向けた実証等事業」の募集開始～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000891.html

参議院R7.6.4
トラック業許可に更新制導入 改正法が可決、成立
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/meisai/m217090217033.
htm

国土交通省R7.5.30備蓄米物流支援室を設置します
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000897.html

国土交通省R7.5.30「多様な受取方法等の普及促進実証事業費補助金」の募集開始
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000893.html

国土交通省R7.5.27「令和６年度交通の動向」及び「令和７年度交通施策」（交通政策白書）について
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000447.html

中小企業庁R7.5.21「中小受託取引適正化法（旧：下請法）講習会」を令和7年6月4日(水)より開催いたします
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250521.html

※順不同 25
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公募期間：令和７年6月12日（木）～7月11日（金）（必着）
問合せ先：国土交通省物流・自動車局物流政策課 電話 :03-5253-8111（内線41-861、41-863）

直通 :03-5253-8801
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公募期間（二次公募）：令和7年6月9日（月）～7月25日（金）17時まで（必着）
問合せ先：地域連携モーダルシフト等促進事業事務局（modalshift_logisticsnetwork@tohmatsu.co.jp）
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公募期間：令和7年6月6日（月）～7月17日（金）17時まで（必着）
問合せ先：国土交通省物流・自動車局物流政策課 物流イノベーション実装支援事業担当

（hqt-logi_innovation_research@gxb.mlit.go.jp）

48

事業主体：
①物流サービス提供事業者を含む協働提案体
②物流分野において先端的技術の活用を行おうとする事

業者等（単独又は協働、大学・研究機関を含む）



多様な輸送モードのさらなる活用に向けた実証等事業
～「多様な輸送モードのさらなる活用に向けた実証等事業」の募集開始～

現在の物流における課題として、トラックドライバーの輸送力不足や二酸化炭素の排出などが挙げられますが、航
空機・船舶（内航海運）を活用した輸送により課題解決に資すると期待されています。また、災害時の輸送網確保
の観点からも、陸上輸送以外の手段を活用していくことは非常に重要であると考えられています。
航空機の空きスペース等の活用や内航海運の新規需要創出を推進し、環境負荷の低減、トラックドライバーの輸送
力不足および災害時の安定的な物流網の確保を通じた、持続可能な物流体系の構築を図ることを目的とした事業の
公募を開始します。

【事業概要】
（１）補助対象事業者

航空運送事業者、海上運送事業者、貨物利用運送事業者その他の航空運送や海上運送に関係する民間事業者
（２）補助対象経費（補助率）

１. 航空貨物輸送の更なる活用に向けた実証等事業の場合
[１] 定期便の空きスペースを活用した新たな航空輸送サービスの実現に向けた実証運航・需要調査に要する費用
[２] モーダルシフトに資する空港への検査機器（計量器等）等の導入に要する費用

（補助率：[１]定額、[２]１/２）
２. 海上輸送の新規航路開設に向けた実証事業の場合

・ 内航海運の新規需要創出（新規航路（寄港地の変更や追加を含む）、混載輸送、空荷防止等）に関する実証運
航に要する費用（補助率：１/２）

【公募の詳細・申請様式等について】
公募の詳細や申請様式等については、国土交通省公式HPに公募要領等を掲載いたしますのでご確認ください。
国土交通省公式HP：

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000272.html

【スケジュール】
公募期間：令和７年６月５日（木）～７月４日（金）１７時まで（必着）
事業期間：交付決定の日～令和８年２月27日（金）（予定）

【お問合せ先】
国土交通省物流・自動車局 物流政策課 髙田、松山、小安
TEL：03-5253-8801 （内線41-833、41-841）

直通 03-5253-8799 49
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社
会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラッ
クドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を
改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの
更新制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、
他の事業者に運送を委託するときは、国土交通大
臣が定める「適正原価」を継続して下回らないこ
とを確保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、
元請として運送を引き受ける場合、再委託の回数
を二回以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック
（いわゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）
荷主等に対しては是正指導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適
切・効率的に実施できるよう独立行政法人に行わ
せる等必要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、
⑴①について更新手数料等によるほか、⑴②につ
いて広く社会で支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置
等を本法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的

な推進を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者

会議を設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のための
体制の整備等の推進に関する法律

担
保（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制

（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に
該当するものとして是正指導を実施

（※）標準的運賃については廃止
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改正貨物自動車運送事業法（真荷主の整理）

第十二条第二項
前項の「真荷主」とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業

者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の
運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者又は貨物利用
運送事業者以外のものをいう。

※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行 54



改正貨物自動車運送事業法（利用運送事業者の義務）

第三十七条
第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで、並びに第六

十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第一種貨物利
用運送事業者について準用する。

（トラック法各条文の概要）
運送契約の書面交付義務：第１２条
運送委託の２次請け規制（真荷主→元請→１次→２次）：第２３条の４
利用運送健全化措置、利用運送依頼時の書面交付義務：第２４条
運送利用管理規程の作成：第２４条の２
運送利用管理者の選任等：第２４条の３
運送利用管理者の責任：第２４条の４
実運送体制管理簿作成義務：第２４条の５

※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行 55



改正貨物自動車運送事業法（利用運送事業者の義務）

第三十七条の二
第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで、並びに第六

十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第二種貨物利
用運送事業者について準用する。

（トラック法各条文の概要）
運送契約の書面交付義務：第１２条
運送委託の２次請け規制（真荷主→元請→１次→２次）：第２３条の４
利用運送健全化措置、利用運送依頼時の書面交付義務：第２４条
運送利用管理規程の作成：第２４条の２
運送利用管理者の選任等：第２４条の３
運送利用管理者の責任：第２４条の４
実運送体制管理簿作成義務：第２４条の５

※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行 56



改正貨物自動車運送事業法（無許可事業者への運送委託禁止）

第六十五条の二 (以下は条文の内容をわかりやすくまとめたもの)
何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送を委託してはなら
ない。

一 国土交通大臣の許可なく一般貨物自動車運送事業を経営す
る者(第三条違反)

二 国土交通大臣の許可なく特定貨物自動車運送事業を経営す
る者(第三十五条違反)

三 国土交通大臣への届出なく貨物軽自動車運送事業を経営す
る者(第三十六条違反)

※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行 57



改正貨物自動車運送事業法（無許可経営等原因行為への対処）

附則第一条の二の二 (以下は条文の内容をわかりやすくまとめたもの)
国土交通大臣は、当分の間、貨物自動車運送事業者以外の者による貨物自
動車運送事業の経営の原因となるおそれのある行為(無許可経営等原因行為)
を荷主その他の者がしている疑いがあると認めるときは、以下のことができる
1 関係行政機関の長に対する当該荷主等の情報提供。
2 当該荷主等に対する、無許可経営等原因行為禁止の要請。
3 無許可経営等原因行為禁止の勧告(荷主等が無許可経営等原因行為をし

ていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるとき)
4 勧告をした旨の公表。
関係行政機関の長は、荷主等による無許可経営等原因行為の効果的な防止
を図るため、第二項及び第三項の規定の実施について、国土交通大臣に協力す
るものとする。
地方実施機関は、当分の間、無許可経営等をする者に対する荷主等の行為が
無許可経営等原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事
実を国土交通大臣に通知するものとする。

※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行 58



貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

法案提出理由
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進を

総合的かつ集中的に行うため、その推進に関し、基本となる事項を定
める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

（目的）
第一条 この法律は、貨物自動車運送事業（貨物自動車運送事
業法（平成元年法律第八十三号）第二条第一項に規定する貨
物自動車運送事業をいう。以下同じ。）の適正化のための体制の
整備等の推進に関し、基本となる事項を定めること等により、これを
総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

（基本理念）
第二条 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の
推進は、物資の流通が国民生活及び経済活動の基盤であり、その
中核的な役割を果たす貨物自動車運送が将来にわたって輸送需
要に対応した適正な輸送力を確保することの重要性に鑑み、貨物
自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の
用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他
貨物自動車運送事業の適正化を図り、もって我が国における持続
可能な物資の流通の確保及び国民経済の健全な発展に寄与す
ることを旨として行われるものとする。
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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

（国の責務）
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、貨物自動車運送事業
の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を総合的に
策定し、及び実施する責務を有する。
（基本方針）
第四条 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等は
、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
一 次に掲げる貨物自動車運送事業の適正化に関する業務を一
の独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第
百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下こ
の号及び次号において同じ。）に行わせるとともに、当該業務がその
独立行政法人により適切かつ効率的に実施されることとなるよう、必
要な体制の整備を行うこと。 61



貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

イ 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業（そ
れぞれ貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第三項に規定す
る一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業をいう
。）の許可の更新に関する事務の一部であって、独立行政法人に行
わせることが適当なもの

ロ 貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事
業の用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他
貨物自動車運送事業の適正化並びにこれらを通じた将来にわたる貨
物自動車運送に係る輸送需要に対応した適正な輸送力の確保その
他の持続可能な物資の流通の確保に資する取組への支援に関する
業務
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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

二 前号イ及びロに掲げる業務の費用に係る財源の確保について、
次に掲げるところによること。
イ 独立行政法人に前号イに掲げる業務を行わせるために必要な
費用は、国庫が負担することとし、その財源は、同号イの許可の更
新に係る手数料による収入その他の収入を活用して、確保すること
。
ロ 独立行政法人に前号ロに掲げる業務を行わせるために必要な
費用を確保することができるよう、その財源について、貨物自動車運
送事業の適正化とこれを通じた持続可能な物資の流通の確保を
広く社会で支える観点から幅広く検討を行うこと。
三 第一号イ及びロに掲げる業務の適切な実施に資するよう、これ
らの業務の実施に係る収入及び支出の関係の明確化を図ること。
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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

（法制上の措置等）
第五条 政府は、前条各号に掲げる基本方針に基づく貨物自動
車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策
を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置に
ついて、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければな
らない。
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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

（物流政策推進会議）
第六条 政府は、前条の措置をはじめとする貨物自動車運送事業
の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策その他の物資
の流通に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、物流
政策推進会議を設けるものとする。
２ 前項の物流政策推進会議は、国土交通大臣、経済産業大
臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係する国務大臣及
び公正取引委員会委員長をもって構成する。
３ 国土交通省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、公正
取引委員会その他の関係行政機関は、その職員、物資の流通の
実務に関して十分な知識と経験を有する者その他の関係者によっ
て構成する物流政策推進関係者会議を設け、第一項の物資の流
通に関する施策に係る連絡調整を行うものとする。
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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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改正の主なポイント
【用語の見直し】 「下請事業者」→「中小受託事業者」、「親事業者」→「委託事業者」等に改める。
【規制内容の追加】

(１) 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
〔価格据え置き取引への対応〕

●対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、
協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、
一方的な代金の額の決定を禁止。

(２) 手形払等の禁止
●対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日

までに代金相当額を得ることが困難な支払手段
(電子記録債権・ファクタリング)も併せて禁止。

【規制対象の追加】
(３) 運送委託の対象取引への追加〔物流問題への対応〕
●対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な

運送の委託を追加。
(４) 従業員基準の追加〔適用基準の追加〕
●従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を

新設し、規制及び保護の対象を拡充。
【執行の強化等】

(５) 面的執行の強化
●関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互

情報提供に係る規定等を新設。

×

【下請法適用基準例】

トラック・物流Ｇメン(国土交通省)の役割に
改正法に基づく指導・助言が追加。
トラック・物流Ｇメンへの情報提供を理由に
した転注・減注等報復措置を改正法で禁止。
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独占禁止法と下請法の関係

令和6年9月24日トラック物流2024年問題に関するオンライン説明会、公正取引委員会説明資料より。 72
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改正下請法に関する国会審議より

問．改正下請法で禁じることとした「協議に応じない
一方的な価格決定の禁止」とは、どのような場合
があてはまるのか

(R7.５.15参議院経済産業委員会 古賀之士議員より)

答．実効的な協議を確保することを目指す規定で、
以下の条件に合致した場合が該当する
①費用その他の条件変動(コスト上昇等)など事情が生じる
②受注者から協議を求める
③委託者が協議に応じない(委託者が受注者が求めた説明をしない等)
④委託者が一方的に価格を決定(据置き、わずかな引き上げ)する
⑤受注者の利益を不当に損なう (公正取引委員会)

※上記は、「参議院インターネット審議中継」より、やり取りの主旨をオンライン説明会事務局（中国運輸局）が抜粋したものです。。
会議の公式な記録は会議録ですので、公式な記録を確認する場合は会議録をご覧ください。https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 76



改正下請法に関する国会審議より

問．形式上協議に応じた風を装うなど、形骸化が懸
念されるがどのように対処するのか。

(R7.５.9参議院本会議 村上享子議員より)

答．実質的に協議に応じていない事例を法律の運
用基準などに記すことを想定。
（事例）
①取引の打ち切りを示唆して協議に応じない
②協議の求めを拒み、無視し、又は先延ばしにしたりして協議に応じない
※事業者ヒアリングなどで協議の実態を把握のうえ事例を掲載することを
検討 (伊東内閣府特命大臣)

※上記は、「参議院インターネット審議中継」より、やり取りの主旨をオンライン説明会事務局（中国運輸局）が抜粋したものです。。
会議の公式な記録は会議録ですので、公式な記録を確認する場合は会議録をご覧ください。https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 77



改正下請法に関する国会審議より

問．荷主と運送事業者の関係が下請法の対象取
引に加えられ、事業所管省庁に指導権限が付
与されたことでどのような効果があがるのか。

(R7.4.11衆議院本会議 松嶋みどり議員より)

答． 協議に応じない一方的な価格決定の禁止、国
土交通大臣による下請法指導・助言、トラック・
物流Gメンへの情報提供の報復措置(転注)の
禁止、公取・中企庁とのノウハウ共有などがあげら
れる。 (中野国土交通大臣)

※上記は、「衆議院インターネット審議中継」より、やり取りの主旨をオンライン説明会事務局（中国運輸局）が抜粋したものです。
会議の公式な記録は会議録ですので、公式な記録を確認する場合は会議録をご覧ください。https://www.shugiintv.go.jp/jp/ 78



改正下請法に関する国会審議より

問．着荷主の現場(荷卸し場)で発荷主とトラック事
業者との契約にない附帯業務が行われる場合な
ど、着荷主に対するアプローチはどうなるか。

(R7.5.15参議院経済産業委員会 礒﨑哲史議員より)

答．予め荷卸し場での附帯業務が予定される場合
は、発荷主と着荷主との契約にその旨が盛り込ま
れ、 契約の適正化が図られる。
公正取引委員会では、着荷主が対価を発荷主
に支払わない不公正な場合などへの対応を検討
していく。 (伊東内閣府特命大臣)

※上記は、「参議院インターネット審議中継」より、やり取りの主旨をオンライン説明会事務局（中国運輸局）が抜粋したものです。。
会議の公式な記録は会議録ですので、公式な記録を確認する場合は会議録をご覧ください。https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 79



改正下請法に関する国会審議より

問．改正下請法施行期日(R8.1.1)に向けた手続
きと、周知の方法は。

(R7.5.９参議院本会議 村上享子議員より)

答．手続きは以下のとおり
①R7. 7月頃：政省令案パブコメ
②R7.10月頃：政省令成案公表
周知・広報については以下のとおり
①成立後速やかに実施
②R7.10月頃：政省令成案に基づくパンフレット等配付

※周知・公表は事業所管官庁と連携して各業界団体通じた周知等を
実施 (公正取引委員長)

※上記は、「参議院インターネット審議中継」より、やり取りの主旨をオンライン説明会事務局（中国運輸局）が抜粋したものです。。
会議の公式な記録は会議録ですので、公式な記録を確認する場合は会議録をご覧ください。https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 80



改正下請法に関する国会審議より

問．下請法違反事業者への対応は。
(R7.4.16衆議院経済産業委員会 鈴木岳幸議員より)

答．① 勧告・現状回復（下請法による行政指導）
(例)附帯業務の料金支払い等、金額・遅延利息も勧告書に記載

※令和5年度、受注者6千社に237億円の現状回復を実現。

② 排除措置命令・課徴金納付命令
(独禁法「優越的地位の濫用」に基づく行政処分)

※排除措置命令に従わない場合、2年以下の懲役または300万
円以下(法人・団体は3億円以下)の罰金が科される。

(公正取引委員会)

※上記は、「衆議院インターネット審議中継」より、やり取りの主旨をオンライン説明会事務局（中国運輸局）が抜粋したものです。
会議の公式な記録は会議録ですので、公式な記録を確認する場合は会議録をご覧ください。https://www.shugiintv.go.jp/jp/ 81



① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法質疑応答紹介
⑤ 物流効率化事例紹介
⑥ 参考資料



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．荷主の定義
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Ｑ．第一種荷主、第二種荷主とは何？
Ａ．第一種荷主は、トラック事業者と契約を結ぶ者とされています。

（荷物の運送を委託する発荷主、荷物の引き取り運送を委託する着荷主が該当する。）

第二種荷主は、以下に該当する者とされています。
・トラックドライバーから貨物を受け取る(倉庫事業者などに受け取らせる)者。
・トラックドライバーに貨物を引き渡す(倉庫事業者などに引き渡させる)者。

（荷物を受け取る着荷主、引き取り運送で荷物を引き渡す発荷主が該当する。）

荷主の区分の考え方
自社トラック以外のトラック
を貨物の運送・受取りに
利用していますか？

いいえ

新物効法上の荷主には該当しない
※物流に関わる事業者には物流効率化法第32条の責務規定がかかります。

運送契約の締結は誰が行っていますか？
①自 社（元請けトラック事業者、物流子会社、

３ＰＬ等に委託する場合を含む。 ）
②取引先（取引先の社用トラックを利用する場合

を含む。 ）
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はい
①第一種荷主

②第二種荷主

物効法(物資の流通の効率化に関する法律)による「荷主」の定義



物効法(物資の流通の効率化に関する法律)による各主体の定義
荷 主

事業者

第一種荷主
トラック事業者と運送委託契約を結ぶもの
（主に発荷主）

第二種荷主
貨物を受け取り、受け取らせるもの又は預
け、預けさせるもの（主に着荷主）

連鎖化事業者
いわゆるフランチャイ
ズチェーンの「本部」

発荷主が運送手配（契約）を行う場合
第一種荷主=発荷主 第二種荷主＝着荷主

着荷主が運送手配（契約）を行う場合
第一種荷主=着荷主 第二種荷主＝発荷主

※フランチャイズビジネスにおいて、フランチャイズチェーンの「本部」が、加盟店
（連鎖対象者）と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指
示ができる場合（フランチャイズチェーンの本部が加盟店を通じて、実質的に
加盟店と運送事業者のとの貨物の受渡しについて運送事業者に指示がで
きる場合も含む。）

貨物自動車運送事業者等

一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、
貨物自動車運送事業者、特定二種貨物利用運送事業者

貨物自動車関連事業者

倉庫業者、港湾運送事業者、航空貨物運送事業者、鉄道
貨物運送事業者で、トラックドライバー（運転者）との間で、
貨物の受渡しを行う者 85



取組内容（抜粋）

各主体の努力義務対象

努力義務 左記以外
港湾運送
航空運送

鉄道

倉庫業者貨物自動車
運送事業者
等

連鎖化事業者
フランチャイズ
チェーン本部

第二種荷主
(主に着荷主)

第一種荷主
(主に発荷主)

●複数荷主の貨物の積み合わせ
●繁閑差の平準化、納品日の集約
●物流・販売・調達等関連部門の
連携

○○○○
1.積載効率の向上
１回の運送でトラックに
積載する貨物量を増
加する

●トラック予約受付システムの導入
●混雑日時を回避した日時設定○○○○

2.荷待ち時間の短縮
ドライバーが到着した時
間から荷役等の開始
時間までの待ち時間を
短縮する

●輸送用器具導入による荷役等の
効率化

●パレット標準化
●タグ導入等による検品の効率化
●事前出荷情報の活用

○○○○
3.荷役等時間の短縮
荷役（荷積み・荷卸
し）等の開始から終了
までの時間を短縮する

●責任者の選任、社内教育体制
●取組の実施状況・効果の把握
●物流データの標準化の取組
●関係事業者間での連携推進

○○○○○○4.実効性の確保

荷主・物流事業者は、トラックドライバーの荷待ち時間等の短縮や運転者一人当たりの積載効率を高めるよう努力する義務があります

物流の各主体の努力義務と主な取組内容
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Ａ．真荷主とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者（及
び貨物利用運送事業者）との間で運送契約を締結して貨物
の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者（及び
貨物利用運送事業者）以外のものをいいます。
※(  )は改正トラック法施行(公布より1年後)

トラック法(貨物自動車運送事業法)による「荷主」の定義

「真荷主」はトラック事業者(貨物利用運送事業者)から見た運送委託者を
表す概念。物効法の第一種荷主はすなわちトラック法の真荷主になる。

物流子会社が運送委託を受ける場合、トラック事業の許可、貨物利用運
送事業者の認可・登録が必要なため、物流子会社は元請になる。
トラック事業の許可、貨物利用運送事業者の認可・登録がない物流子会
社が、自らの貨物の運送をトラック事業者（貨物利用運送事業者）に委
託する場合は、当該物流子会社が第一種荷主であり、真荷主になる。

Ｑ．真荷主って何？第一種荷主、第二種荷主とは何が違うの？
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第一種荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

パターン２：第一種荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく運送契約の書面交付義務 ② ： 第24条の規定に基づく運送利用の書面交付義務
（真荷主⇔トラック事業者） （トラック事業者・利用運送事業者⇒トラック事業者・利用運送事業者）

真荷主

②
書面交付
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トラック法(貨物自動車運送事業法)による「荷主」の義務

元 請 １次請

第一種荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

②
書面交付

真荷主 元 請 １次請 ２次請

R7.6.11公布 改正トラック法施行後(公布より1年以内)の姿
①

書面交付
②

書面交付

パターン１：第一種荷主から貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース

運送契約(運送依頼)に関する書面交付義務



Ａの物流子会社

メーカーＡ
(第一種荷主)

貨物自動車
運送事業者 貨物自動車

運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

パターン２：物流子会社が第一種荷主から貨物を購入し、自らの貨物として運送委託するケース

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく運送契約の書面交付義務 ② ： 第24条の規定に基づく運送利用の書面交付義務
（真荷主⇔トラック事業者） （トラック事業者・利用運送事業者⇒トラック事業者・利用運送事業者）

真荷主

②
書面交付
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トラック法(貨物自動車運送事業法)による「荷主」の義務

元 請

１次請

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

②
書面交付

真荷主

元 請 １次請 ２次請

①
書面交付

②
書面交付

パターン１：物流子会社が第一種荷主から運送の委託を受けるケース

物流子会社が介在する場合

又は

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

②
書面交付

２次請

生業として運送の委託を受け
る場合、貨物自動車運送事
業の許可、貨物利用運送事
業の認可・登録が必要。

メーカーＡ

第一種荷主

製品
購入

Ａの物流子会社
トラック法の許可
利用運送法の
認可・登録なし



トラック法(貨物自動車運送事業法)による「荷主」の義務

無許可／無届の者（いわゆる白トラ）への運送委託禁止

附則第一条の二の二を加え、貨物自動車運送事業者以外の者による貨物自動車運送事業の経営
の原因となるおそれのある行為(無許可経営等原因行為)を是正指導の対象に追加。

トラック・物流Ｇメンによる悪質な荷主等への是正指導
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又は

○無許可トラック事業者
○無届軽トラック事業者

荷主

※白トラ行為をした者は、最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる可能性あり。
※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行



トラック・物流Ｇメンによる荷主等の監視・指導

このような行為の疑いがあれば、
事実を確認し、是正を指導します。

是正指導は、最終的に、荷主等へ
の勧告・社名公表まで行います。

契約にない附帯作業長時間の荷待ち 運賃・料金等の不当な据置き

過積載運送の指示・容認異常気象時の運送依頼無理な運送依頼 91



地方運輸局本局・運輸支局
（輸送部門・監査部門・倉庫部門が連携）

運輸局による「要請」・「働きかけ」等実施の形態

トラック・物流Ｇメン
［本局：一般貨物案件、支局：軽貨物案件］

荷主・元請トラック事業者 ［本社・営業所(拠点) ］

本 省他省庁等

地方適正化
事業実施機関

働きかけ
（文書送付）

要 請
（ヒアリング・文書）
改善計画策定要請

違反原因行為を疑うに
足りる相当な理由あり 違反原因行為の疑いあり

方針策定・指示・情報共有
(申告情報とりまとめ・提供)連 携

（要請(ﾋｱﾘﾝｸﾞ)参加等）
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各県トラック協会
情報交換・連携

日常・一般的な注意喚起

荷主等パトロール
訪問のうえ、周知、説明、
違反原因行為確認

設置・任命

連携
協力

通知

改
正
ト
ラ
ッ
ク
法
に
よ
り
、

国
交
省
に
対
す
る
荷
主
の
違

反
原
因
行
為
に
係
る
情
報
通

知
業
務
追
加
。

Ｇメン
調査員

トラック事業者
倉庫業者
申告・相談



荷主等へのアポなし訪問・説明トラックドライバーへのヒアリング

荷主への指摘、要請対象のフォローアップ荷待ち、附帯作業等の現状確認・指導

違反原因行為の疑いが現認された場合は、認識を確認の上指
摘。また要請を受けた荷主の現場で改善状況の確認も行う。

荷主等へのアポ無し訪問の際、現場にて、荷待ち、契約にない
附帯業務等の有無や程度を確認し、荷主に対して指導。

荷主等をアポなしで訪問し、オンライン説明会、トラック物流問題
解決に向けた荷主の協力の必要性などについて説明。

高速道路SA,PA。道の駅、コンビニ、自動車事故対策機構
(NASVA)などで運転者の話を聞き、情報提供を呼びかけ。
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荷主等パトロールの内容



中国運輸局の手法を他運輸局が採用し全国的な動きに。
荷主等パトロールの全国展開

パトロール先拠点数約4,400か所
各地方運輸局において様々な手法により実施。

(R5.7.21～R7.3.31全国の実績)

全国各地で各運輸局がパトロールを実施

パトロール
動画

（実施例）
●荷主事業者の事務所・物流拠点等を訪問し、以下を実施

・違反原因行為の防止を呼びかけ
・荷待ち状況の実態確認
・運賃交渉への誠意を持った対応を要請
・要請を受けた荷主等の改善状況を確認
・オンライン説明会への参加を呼びかけ
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西日本を中心に、Ｇメンの広域連携（合同パトロール）も実施中
関東 近畿

九州

中部

建設会社に対するアポ無し訪問・ヒアリング
（関東・中国Gメン、東京Ｇメン調査員）

運賃・料金の不当な据置きの申告があった飲
料メーカーに対するアポ無し訪問・ヒアリング
（近畿・四国・九州・中国Gメン）

配送センターの荷積み状況確認
（中国・九州Ｇメン）

過積載の申告があった卸企業に対するアポ無
し訪問・ヒアリング（中部・近畿・九州・中国G
メン、名古屋Ｇメン調査員）



改正物流法質疑応答
Ｑ．A社から製造受託した製品を当社工場で製造し、製造された製品はA社

とその取引先B社との間での商取引に基づいて輸送されます。このケース
においては、当社は第一種荷主にも第二種荷主にも該当しないという理
解で正しいでしょうか？

Ａ①．製造した製品について、相談者（工場）が、トラックと契約してＢ社まで運んでもらって
いる場合は第一種荷主(トラック事業者と契約する者)に該当します。

Ａ社

相談者（工場）＝第一種荷主

Ａ社は相談者に製造委託
製造

相談者がトラック事業者に運送委託(契約) Ｂ社

売買契約

Ａ社

相談者（工場）
＝第二種荷主

Ａ社は相談者に製造委託の他、
トラック事業者に運送委託（契約）

製造
Ｂ社がトラック事業者に運送(引き取
り)委託(契約)又はB社の自社トラック
で引き取り

Ｂ社

売買契約

Ａ②．製造した製品は、A社orＢ社が契約したトラック若しくはＢ社自身が所有するトラックが
引き取りに来る場合は第二種荷主(トラック事業者に貨物を受け渡す者)に該当します。
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＝第二種荷主

＝第一種荷主＝第一種荷主



Ａ③．製造した製品を相談者（工場）が、自社の配送用車両（白ナンバーのバンもしくはト
ラック）にてＢ社まで運ぶ場合はどちらにも該当しません。
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Ａ社

相談者（工場）
=物効法の荷主に該当せず。

Ａ社は相談者に製造委託
製造

相談者が自社所有の白ナンバートラックでＢ社
まで配送。（トラック事業者への運送委託なし）

Ｂ社

売買契約

改正物流法質疑応答



改正物流法質疑応答
Ｑ．当社は100%出資の製造子会社が複数社あります。

物流２法改正にて一定規模以上の事業者は特定事業者として中長期
計画の策定、定期報告が義務付けられますが、特定事業者の指定基準
として、年間取扱貨物が9万ｔ以上とあります。こちらは製造子会社の取
扱貨物を含めて集計すればよいでしょうか？それとも個社別に取扱貨物
量を集計し、個社ごとに指定基準と照らし合わせればよいでしょうか？

また、中長期計画や定期報告は製造子会社含めて親会社が報告すれば
よいですか、それとも個社別に中長期計画や定期報告を作成する必要が
ありますか？
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Ａ．特定事業者は会社毎に指定するため、親子関係にあっても会社が別の場合はそれぞれに
貨物量を測定のうえ、基準を超えた場合は届出が必要です。
また中長期計画、定期報告、物流統括管理者の選任についても考え方は同じです。



Ｑ．取り扱い貨物重量の算定について

98
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Ｑ．特定荷主の指定基準（取り扱い貨物重量９万トン)は
どうやって計測する？

Ａ．荷主区分ごとに以下の算定を行うこととされています。
特定第一種荷主：各年度において、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送

事業者に運送を行わせた貨物の合計の重量を算定

特定第二種荷主：各年度において、以下の貨物の合計の重量を算定
（ⅰ）自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物
（ⅱ）自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物
（ⅲ）自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物
（ⅳ）自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物

※当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う
日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。

連鎖化事業者：各年度において、以下の貨物の合計の重量を算定
（ⅰ）当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物
（ⅱ）当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物

※当該連鎖化事業者の連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が
連鎖対象者との定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物を除く。 99
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Ｑ．運送を行わせた「貨物の合計の重量」とは？
Ａ．運送フロー（貨物の発地から最終到着地まで）全体の重量になります。
（例）自社拠点間の運送においてｍトンの貨物を

「自社工場 → 自社物流センター → 卸会社倉庫」というフローで運送する場合。

上記の場合、ｍトンの貨物を２回運送させているため、フロー全体における
「取扱貨物の重量」は２ｍトンとなる。

自社工場
(荷積み)

自社物流センター
(荷積み/荷卸し)

卸会社倉庫
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

★
★

★

※トラックの輸送実績算定方法に合わせたもの。よって、自社工場や自社施設等の施設が同一拠点内になる場合、同一拠点
内の施設間の運送は計測対象に含めない。 100
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Ｑ．取り扱い貨物重量の算定が困難な場合はどうすれば良い？

Ａ．軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの
着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種においては、重量を把握す
ることに多大なコストがかかることが想定されるため、重量の算定に当たっては、
例えば、下記の算定方法を用いることも可能です。

取り扱い貨物重量の算定が困難な場合の算定方法（例）
・ 商品マスタ等において重量のデータを集計することが可能な場合にあっては、
当該システムに登録されている重量を元に換算する

・ 容積を把握している場合においては、１立方メートルあたり280kgとして
換算する

・ 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算する
・ 売上金額や仕入金額を元に貨物の重量を換算する 等

101
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Ｑ．特定事業者（９万トン以上）の算定をする場合で、前回ご説明があっ
たサンプリングの方法について、いくつか具体的に示して頂きたい。もしくは、
予定するサンプリング手法が妥当であるかなど、検証いただく問合せ窓口
を設置頂きたい。弊社のグループ会社は車格を単純合計すると９万トンを
超えるだろう状況ですが、実際の積載量は低く、しかしながら２０を超え
る拠点数と、中間流通会社であるが故にシステム的に荷量データを取得
することも難しく、ある程度許容いただくサンプリング手法でなければ現実
的ではない状況です。

Ａ．サンプリングは定期報告に記載するあたっての荷待ち・荷役等時間の計測
算出にあたり許容される方法です。
特定事業者に関する貨物量の算定が困難な場合の算定方法は数例示し
ていますが、具体的な算定方法について省令に規定する予定であるのでもう
少々お待ちください。

102
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．荷待ちについて

103



短縮に努めるべき「荷待ち時間」と「荷役等時間」

104

（荷役その他の内容）
• 貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に

適合するかどうかの検査（検品）
• 荷造り、搬出、搬入、保管、仕分又は陳列、ラベル貼り
• 代金の取立て又は立替え
• 荷主等が行う荷役への立会い
• その他の通常運転の業務に付帯する業務

【法】第三十条（定義）
四 荷待ち時間 運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又は

その周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しの
ために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。

五 荷役等時間 運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務（以下
「荷役等」という。）に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。

切り分けられない場合は、
まとめて計測することも可

（荷待ち時間の起点）
• 到着時刻・時間帯の指示等がない場合：到着時刻から
• 到着時刻・時間帯の指示等がある場合：
① 指示時刻等より早く到着 指示時刻等から
② 指示時刻等に到着 到着時刻から
③ 指示時刻等より遅く到着 到着時刻から
※ 到着後速やかに受付等を行う場合は、受付等を行った時刻
※ 休憩時間は除外



Ｑ．目的の荷下ろし場所が山奥の場合、乗務員が道に迷わないよう、受け
荷主が麓で待ち合わせ場所と時間を指定し、複数の車両をまとめて荷下
ろし場所まで誘導することがあります。この場合、荷待ち時間の起点は

１．待ち合わせ場所に集合した時間（または集合指定時間）
２．目的の荷卸し場所に到着し、実際に荷卸しを開始した時間
のどちらでしょうか。

Ａ．「２．目的の荷下ろし場所に到着…」からが荷待ち時間となります。
（荷卸し場に到着してから荷卸しまでに待機が生じた場合は、荷卸し場到着時間か
ら起算します。）

途中の待ち合わせはドライバーが荷卸し場に着く過程で迷わないよう案内するもの
なので、荷待ちからは除外します。
ただし、待ち合わせ場所に複数のトラックが集合する場合で、全員がバラバラに集ま

ることで、先についたトラックが許容できない程度に待たされ、そこで案内を貰って移動
すれば荷卸しができるのに待たされるという状況が常態化している場合は集合時点か
らが荷待ちと指摘される可能性があるのでご注意ください。 105
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Ｑ．「貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続
可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率
化に関する判断の基準の解説書」の２－４（３）に「荷主、
連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯に遅延する場合は荷主
や寄託倉庫にその状況を報告するとともに、理由なく必要以上
に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の
場所に到着しないよう、効率的な配車・運行に努めること」とあ
ります。
「必要以上に早く到着しないように」という記載がある一方、
「遅延する場合は状況を報告」とだけあり、「遅延しないよう」に
努力義務を設けていないのはなぜでしょうか。

106
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Ａ．トラックドライバーが卸地到着に遅延した場合、商慣行として荷物の受け取り
拒否等の厳しいペナルティーを受ける場合が多く、それを怖れつつ、改善基準
告示を遵守しながら、又は違反のリスクを冒しながら、「指定時間に遅延しな
い」ことを前提で配送を行うため、遅延よりも理由なく必要以上に早く到着
する場合の方が多く認められることによります。
また、遅延する場合は、ドライバーの怠慢というより、事故、工事、異常気象

によりやむを得ない事情があることが多いため、そこに遅延しない義務を課せば、
ドライバーの労働環境、道路の安全を脅かす危険も考えられるためです。

なお、荷主の判断基準解説書には荷主が取り組むことが望ましい例として「や
むを得ない遅延に対するペナルティの見直しなど、荷主が指示した時刻・時
間帯よりも必要以上に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やそ
の周辺の場所に到着することがないよう配慮すること」が記載されていること
に留意していただきたいと思います。

107
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① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法質疑応答紹介
⑤ 物流効率化事例紹介
⑥ 参考資料



皆さんのご意見・ご質問から

物流２法改正による具体的な規制内容・影響

物流２法改正による具体的な規制内容・影響につ
いての各社取組み状況（進捗度合い等）について
知りたい 【利用運送事業者】

商慣行見直しについて同業他社の好事例が知りた
い【トラック事業者】

109



積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例①

110

トラック事業者が、「貨物の積合せ」、「配送の共同化」、「帰り荷
の積載」などを行えるよう、必要な時間把握等により、当該時間を
確保する。

第一種荷主



積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例②

0
2
4
6
8

10
12
14
16

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
0
2
4
6
8

10
12
14
16

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

【貨物量の平準化】
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【受渡日、時刻、時間帯の集約】

貨物の受渡日を集約し積載効率ＵＰ

貨物量のバラつきにより、日によって積載効率の低い
トラックを追加で依頼

貨物量の平準化により積載効率の高いトラック
１台で運行

111

受渡日の集約

積載効率の低いトラックを毎日運行

受渡時刻・時間帯の集約

多頻度・少量の
出荷・入荷

時間・時間帯を
集約し積載効率

UP

(t)

(t)(t)

(t)

「貨物量の平準化」、「受渡日及び時刻又は時間帯の集約」等
貨物の出荷量及び入荷量の適正化を図る。

第一種荷主



積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例③

112国土交通省 中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック より

「配車、運行等に関する情報システムの導入及び運用」等により、
配車計画又は運行経路の最適化を図る。

第一種荷主

【配車、運行等に関する情報システムの導入及び運用】



経営管理
（事業計画策定）

営 業
（販売・調達）

工 場
（開発・生産）

物流センター
（流通・在庫管理）

相互尊重
情報共有

※連鎖化事業者（フランチャイズ本社）については、連鎖対象者（フランチャイズ）との連携も促進。

113

積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例④

措置が適正かつ円滑に行われるよう、貨物の運送に関係する各
部門間の連携促進を図る。

第一種荷主
第二種荷主

連鎖化事業者

【各部門間の連携促進】



発荷主の協議申
出に応じるととも
に、必要な協力
を行う義務

・貨物の受渡日
・貨物の受渡時刻
・貨物の受渡を行う時間帯

協議したい

第一種荷主 第二種荷主
連鎖化事業者

114

積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑤
第一種荷主が貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯につい
て協議を申し出た場合の協力。

第二種荷主
連鎖化事業者

【第一種荷主が協議を申し出た場合の協力】



115

積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑥
複数の荷主の貨物の積合せを行うこと等による、輸送網の集約トラック事業者

【積合せによる輸送網集約】



116

積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑦
荷主や他のトラック事業者等との協議実施による、配送の共同化トラック事業者

提
携

【地域の配送の共同化】
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑧
求貨求車システム等を活用した復荷の確保による、実車率の向上トラック事業者

【求貨求車システムの活用】



118

積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑨
配車システムの導入等による、配車・運行計画の最適化トラック事業者

国土交通省 中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック より



119

積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑩
「輸送する貨物の量に応じた大型車両の導入」等による積載効率
向上。

トラック事業者

【貨物の量に応じた大型車両の導入】 【Ｗ連結トラックの導入】



バース４バース３バース２バース１到着時間

6:00

7:00

8:00

9:00

空き空き空き10:00

空き空き空き空き11:00

空き空き空き空き12:00

…

…

…

…

6:00～9:00の荷積み・荷卸し指定が集中

処理能力を超
えた指定により
荷待ちが発生

バース４バース３バース２バース１到着時間

6:00

7:00

8:00

9:00

空き空き空き10:00

空き空き空き空き11:00

空き空き空き空き12:00

指定時間を分散し、処理能力を有効活用

物流センターの稼働状況

荷待ちが解消

120

荷待ち時間短縮に向けた努力義務(判断基準)の例①

物流センター等の処理能力を超えた車の集中がないよう状況を
把握し、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させ
る。

第一種荷主
第二種荷主

連鎖化事業者
倉庫業者



適切な活用に必要なこと（トラック・物流Ｇメンヒアリングまとめ）
・導入前における現状把握（トラック事業者・ドライバーへのヒアリング、対等に意見交換できる環境づくり）
・運用ルール策定、関係者との合意形成
・貨物受入時間の分散
・利用率向上に向けた関係者への説明・協議の継続
・入構するドライバーへの周知（一見の協力会社には、発荷主に周知を依頼。）

国土交通省 中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック より
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荷待ち時間短縮に向けた努力義務(判断基準)の例②

バース予約システム等の導入を行うとともに、これを適切に活用す
ること等により、貨物自動車の到着時刻を調整する。

第一種荷主
第二種荷主
倉庫業者



発・着荷主
急な入/出庫依頼

準備不足で
貨物の用意
間に合わず

倉庫

トラック事業者
荷主に指定された時間
に到着しても荷積み・荷
下ろしできず→荷待ち

倉庫

トラック事業者
荷主に指定された時間
に到着後、速やかに荷
積み・荷卸し

余裕を持った
入/出庫依頼

トラック到着に合わせ荷造り等事前準備

倉庫での貨物の受渡しを行う日及び
時刻又は時間帯を分散も可能に。

122

荷待ち時間短縮に向けた努力義務(判断基準)の例③

倉 庫

倉庫業者に対し入庫又は出庫の発注を早期に行うこと等により、
倉庫での貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散する。

第一種荷主
第二種荷主

倉 庫

発・着荷主



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例①
「パレット等荷役の効率化に資する輸送用器具導入」、「標準パ
レットの使用」、「運転者の荷役等を省力化するための貨物の
荷造り」等により、荷役等の効率化を図る。

【パレット等荷役の効率化に資する輸送用器具導入】 【運転者の荷役等を省力化するための貨物の荷造り】

プラスチックパレット ロールボックスパレット
(カゴ台車)

フレキシブルコンテナ
パック（フレコン）

第一種荷主
第二種荷主

【標準パレットの使用】

標準仕様パレット

表面サイズ：1,100mm×1,100mm
調達形態 ：レンタル方式

T11 型パレットを使用した輸送へ対応するため、パレットサイズ
に適合した段ボール箱寸法の見直しを進め、これまで主要野菜
14 品目（レタス、11たまねぎ、ねぎ、馬鈴しょ、にんじん、だい
こん等）で検討を実施（全国農業協同組合連合会）。 123



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例②

「フォークリフト又は荷役等を行う人員の適切配置」等による、荷
役等の効率化

第二種荷主
貨物自動車
関連事業者

【フォークリフト等を適切に配置】 【荷役等を行う人員を適切に配置】

124

第一種荷主



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例③
「第二種荷主、倉庫業者、トラック事業者に対する貨物情報の
事前通知」等による、検品の効率化

第一種荷主
第二種荷主

納品日納品前日納品前々日実

施

前

ＡＭＰＭＡＭＰＭＡＭ

従来
納品

納品日納品前日納品前々日
実

施

後

ＡＭＰＭＡＭＰＭＡＭ
検品レ

ス
納品

受 注

出荷作業

配
送

配車
待機

仕分
詰換え 検品 納品

完了

従来の
朝受注 夕方受注 配

送
納品
完了

出荷作業

ASN作成
・送信

ASN（事前出荷情報）に
基づき個別検品からユニット
(パレット単位)検品に変更し
作業を削減
→荷役等時間を削減

受注の前倒し→リードタイム確保
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荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例④

「検品を効率化するための機械導入」等による、検品の効率化第二種荷主
第一種荷主

【ハンディーターミナルの導入】 【RFIDを活用した検品効率化】

荷主と運送事業者の協力による 取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
126

貨物自動車
関連事業者



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例⑤

「バース、荷捌き所の適正なスペース確保」等により、荷役等を
円滑に実施できる環境を整える。

第一種荷主
第二種荷主

保管スペースを品揃え・荷捌き
スペースとして転用することで作
業を効率化

庫内で荷捌きスペースを確保し、
バースを積み込みのためのスペー
スとして確保

【物量に応じた拡張】

【品揃え・荷捌きスペースの確保】
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貨物自動車
関連事業者



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例⑥
「荷役等に先行する貨物の搬出」又は「荷役等に後続する貨物
の搬入」の手順に係るマニュアルの整備、周知等により、搬出・
搬入を迅速に実施する。

貨物自動車
関連事業者
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【荷役等に先行する貨物の搬出】

【荷役等に後続する貨物の搬入】



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例⑦
「発送先別に仕分けしたうえでの引渡し(有償)」、「荷主からパ
レット使用の申し出があった場合の協力(有償)」等により、荷役
等の効率化を図る。

貨物自動車
関連事業者

129

【発送先別に仕分けしたうえでの引渡し(有償)】

【荷主からパレット使用の申し出があった場合の協力(有償)】
パレット保管への移行

配送先ごとに積荷を仕分けされた状態で引渡し
（有償で予め作業を実施）

自社パレットからレンタルパレット等への移行
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物流効率化法の理解を促進するためのポータルサイトを開設しました
「物流効率化法」理解促進ポータルサイトでは、
荷主の努力義務や判断基準についての解説などのほか、説明会の予定など物流効率化に資する情報を発信しております。

「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

荷主判断基準の解説書事例集
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/sippers-judgment-criteria-book.pdf

荷主判断基準の解説書事例集
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/sippers-judgment-criteria-casestudies-
book.pdf

「物流効率化法」理解促進ポータルサイトについて



荷主の判断基準解説書（事例集）

主体事例名主体事例名

イオン北海道荷役等を行う人員の適切な配置事例10運転者一人当たりの一回の運送ごとに貨物の重量の増加
（積載効率の向上等）第二条

加藤産業㈱事前出荷情報と検品のハイブリッド事例11バローホールディングスリードタイム確保事例１

日本製紙連合会、全国段
ボール工業組合連合会

ＲＦＩＤタグの利用による検品の効
率化事例12フードサプライチェーン・サスティ

ナビリティプ ロジェクト（FSP）リードタイム確保事例２

飲料メーカー５社検品効率化事例13ユニリーバ・ジャパン・カスタマ－
マーケ ティング㈱貨物の出入荷量の適正化事例３

実効性の確保第五条日本ロジテム㈱
㈱ハコベル配車計画又は運行経路の最適化事例４

日清食品㈱責任者の選任事例14日本ハム・ソーセージ工業協
同組合・チルド物流研究会部門間連携・発着連携事例５

花王㈱荷待ち時間等の適切な把握事例15(一社)日本鉄鋼連盟第一種荷主への協力事例６

(一社)日本鉄鋼連盟寄託先への提案・協力事例16運転者の荷待ち時間の短縮第三条

食品・飲料メーカー及び小売
事業者

物流標準情報ガイドラインに準拠した
納品データの受渡しによる
荷役作業等の効率化

事例17㈱バローホールディングストラック予約受付システムの導入事例７

ユニリーバ・ジャパン・カスタマ－
マーケティングメニュープラシング事例18運転者の荷役等時間の短縮第四条

Ｆ－ＬＩＮＥプロジェクト関係者との連携事例19日本アクセス一貫パレチゼーションによる納品業務
効率化事例８

全国農業協同組合連合会荷役等を省力化するための貨物の荷
造り事例９
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掲載事例一覧



取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン



荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改
善に向けたガイドライン

○国土交通省及び厚生労働省では、トラック運送事業にお
ける取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するため
の環境整備を図ることを目的として、平成２７年度から、
学識経験者、トラック運送事業者、荷主、労働組合等の関
係者から構成される「トラック輸送における取引環境・労
働時間改善協議会」を中央及び各都道府県に設置しており
ます。

○当該協議会において、トラック事業者と荷主とが連携し
て、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働
の抑制を図るためのパイロット事業を平成２８年度から２
か年度にわたり実施し、その成果を「荷主と運送事業者の
協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラ
イン」として取りまとめるとともに、パイロット事業等で
実施した取組みについては事例集として発信しています。

トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000107.html
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荷待ち時間の発生等、長時間労働になっている原因を検討、把握する

荷主とトラック運送事業者の双方で、トラックドライバーの労働条件の問題意識を共有し、検討の場を設ける

ガイドラインにまとめられた「改善に向けたステップ」

ステップ１

荷主とトラック運送事業者の
双方で、トラックドライバーの

労働条件改善の問題意識を
共有し、検討の場を設ける。

労働時間、特に荷待ち時間の実態を把握する

荷主企業、運送事業者の双方で、業務内容を見直し改善に取り組む

荷主、トラック運送事業者間での応分の費用負担を検討する

改善の成果を測定するための指標を設定する

指標の達成状況を確認、評価することでさらなる改善に取り組む

取引環境と長時間労働の改善

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６

ステップ７

①入庫 ②検品 ③棚入れ ④保管

134
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ガイドライン・事例集で紹介されている対応例
取引環境と長時間労働の改善に向けた対応

対応例 ① 予約受付システムの導入

対応例 ② パレット等の活用

対応例 ③ 荷主からの入出荷情報等の事前提供

対応例 ④ 幹線輸送部分と集荷配送部分の分離

対応例 ⑤ 集荷先や配送先の集約

対応例 ⑥ 運転以外の作業部分の分離

対応例 ⑦ 出荷に合わせた生産・荷造り等

対応例 ⑧ 荷主側の施設面の改善

対応例 ⑨ 十分なリードタイムの確保による安定した輸送の確保

対応例 ⑩ 高速道路の利用

対応例 ⑪ 混雑時を避けた配送

対応例 ⑫ 発注量の平準化

対応例 ⑬ モーダルシフト



対応例 ⑥ 運転以外の作業部分の分離（附帯作業の廃止）

136

対応例のご紹介（建設資材）①



対応例 ⑥ 運転以外の作業部分の分離（附帯作業内容の事前連絡、事前依頼）

対応例のご紹介（建設資材）①
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対応例⑤ 集荷先や配送先の集約

138

対応例のご紹介（農・水産品）①

発側で卸し先を集約する
ような配車へ見直し、ドラ
イバーの拘束時間（輸送時
間、手待ち時間、積卸し時
間）を短縮

➣発荷主：農業協同組合
➣荷種：愛媛県から出荷
されたみかんの関東卸し
先の輸送

今回のパイロット事業では
対象選果場が１ヶ所であり、
できる運行から配車の工
夫が実行された。
運送会社から改善策の要
望があり実施したが、荷主
が改善の取り組みに積極
的であったことが大きい。
特に荷主自らが配車計画
を行い、計画を徐々に拡
大しながら、運転者の待機
時間・荷役時間の短縮を
実現している。



対応例⑤ 集荷先や配送先の集約
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対応例のご紹介（農・水産品）②

発荷主の協力の下、ストック
ポイントまで小型のトラックで
集荷する場合と、全行程を大
型の幹線トラックで集荷する
場合の効果を検証。

青果物輸送における課題
① 青果物は、生産期間が限定
され、一品種の輸送時期も短い。
② 青果物の流通形態が複雑。
③ 集荷、配荷先が複数あると
それぞれで手待ち時間が発生。
④ 市場での待機時間が長く、
拘束時間の短縮が困難。
⑤ 市場での荷受け方法が異な
り、ドライバーの習熟が必要。

ストックポイントの活用によっ
てドライバーの拘束時間短縮
が見込まれること、関係者全
体のコスト削減が見込まれる
ことが確認できた。
着荷主が荷受け方法を統一し、
ドライバーの対応習熟度に係
らない方法の必要性も改めて
確認できた。

➣発荷主：単位農協を組合員
とする連合組織
➣着荷主：青果卸売会社
➣荷種：青果物



対応例⑨ 十分なリードタイムの確保による安定した輸送の確保
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対応例のご紹介（農・水産品）③

フェリー積み込みまでの
リードタイムが短く、遅延
が発生してフェリーに乗り
遅れた場合には全行程を
トラックで陸路輸送せざる
を得なかった。その場合、
改善基準告示（自動車運転
者の労働時間等の改善の
ための基準）の遵守が困難
な状況となる。

収穫当日積みを翌日積み
とすることで、３日目販売
が基本であった出荷スケ
ジュールを４日目販売のス
ケジュールに変えた。
その結果、時間的に余裕を
持って集荷・積み込みを行
うことが可能となった。
さらに、フェリーに乗り遅
れて全行程をトラック動向
で走行せざるを得ないリス
クが低減した。

➣発荷主：農業団体
➣着荷主：卸業者
➣荷種：青果物

荷主とトラック事業者で現
場の問題点を確認し、継続
的な改善を検討したことが
成功のポイントである。



対応例⑪ 混雑時を避けた配送
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対応例のご紹介（農・水産品）④

１日の拘束時間を削減するために、市場の混
雑ピーク前に到着することが可能となるよう、
朝の荷積み時間の前倒しを実施した。
荷積みにかかる荷役時間を削減するために、
配送先別の荷積みの区分け・整理を実施した。
その結果、荷積みの最大時間が短縮し、ドライ
バーの１日の拘束時間が２時間以上短縮した。

➣発荷主：十和田おいらせ農業協同組合
➣運送事業者：中長運送株式会社
➣着荷主：東京都所在の市場
➣荷種：野菜（対象荷主）

現状における課題
① 東京所在の市場への運行は、野菜を複数の
配送先へ運送することを主としており、配送先
を減らすことは困難のため荷役に時間を要して
いる。
② 荷積みには複数の支社を回って集荷するこ
とが多く、集荷先によっては荷物の区分けや整
理ができていないため荷役に時間を要している。
③ 青果品輸送は、荷崩れ防止のため丁寧な扱
いが必要なこと、さらに配送先別に工夫しなが
ら荷積みをするため時間を要している。（パレッ
ト崩し手荷役）
④ 東京都所在の市場では、特に繁忙期は大変
混雑しており、到着してから「市場に入るまで」
「フォークリフト待ち」「品物の検品待ち」の手待
ち時間が発生している。

荷主が取引環境改善に対し積極的で配送先
ごとの積み荷仕分けを実施したことや、荷主、
運送事業者の良好な関係が築けたことなどが
成功のポイントである。



取引環境と長時間労働の改善に向けた対応
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荷主とトラック運送事業者の協力による取引環境と長時間労働改善に向けた事例

143

『タイムスケジュール』明確化による現場意識改革
（愛知県）

小売店直送における取卸し作業の時間短縮への取組み
（群馬県）

「朝積みの時間の前倒し」と「荷物の区分け・整理する」こ
とによる荷積み時間削減 （青森県）

パレット利用による荷役時間の削減、運行計画の見直し
等（北海道）
●積込み時の荷役作業の一部をパレット利用で、荷役時間と拘束時間を短縮

●積込み時の荷役作業の一部をパレット利用で、荷役時間と拘束時間を短縮

短縮効果：荷役時間34分、拘束時間１時間12分を短縮

改善効果：拘束時間１時間07分を短縮 改善効果：荷役時間1時間、拘束時間2.2時間を短縮

●運行開始日の朝積みの作業開始時間の前倒し及び荷役時間の縮減により、
着荷主の市場の混雑ピーク前に到着することで1日の拘束時間を削減する。

市場内の混雑状況

改善効果：積込作業時間45分、取卸し作業時間70-100時間短縮

●小売店の指定ラックを予め借受け、予冷庫にて積込み作業を行う形に改善

予冷庫 小売店車両 ラックへ取卸し作業

改
善
前

改
善
後

小売店
作業員がラック
に予め積付け

予冷庫
小売店でラック

ごと取卸し

●着荷主と運送事業者との朝のミーティング時に、 「据付工程の流れ」「休憩

のタイミング」「据付工程別の作業終了予定時間」といった『タイムスケジュー
ル（予定）』を明確化

改善効果：拘束時間削減の兆しが見え始めた

適時的確な据付工事等、拘束時間に対する工事主任の意識向上着荷主側の成果

事業者の心理的負荷低減、運行管理の効率化トラック側の成果



荷主とトラック運送事業者の協力による取引環境と長時間労働改善に向けた事例

144

積込・取卸時間を詳細にコントロール、養生シート掛け作
業を一部機械化（山口県）

パレット荷役による機械製品積込み作業時間の削減
（岡山県）

フードサービス機器輸送における品揃えエリア・荷捌きエリ
アを拡張（島根県）

食料品輸送の配車の工夫による拘束時間削減
（鳥取県）

短縮効果：積込待機時間(積込時)：鉄部材35分、ホーム材56分短縮
積込待機時間(取卸時)：80分短縮
養生作業：8分短縮

短縮効果：拘束時間を3時間～3時間15分短縮

短縮効果：荷役時間を20-30分短縮

●深夜と朝の２回の荷卸し作業について、２便に分けることで、拘束時間の短
縮と休息期間を確保

●保管スペースを約100坪削減し、品揃え・荷捌きスペースとして転用するこ
とで作業を効率化

短縮効果：検証中（トラックの荷待ち・荷役時間削減を目指す。）

●バラ積みからパレット積み
(ロールボックスパレット)に切り替え
作業時間を削減

●積込・取卸時間を詳細にコントロール、養生シート掛け作業を一部機械化

（発荷主）住宅建材
メーカー製造工場

運送事業者
（着荷主）住宅建材

メーカー物流センター

具体的取組：荷揃い状況に即した入門指定時間帯の再設定、到着指定時間細分化
各レーンにおける積込み作業時間の縮減
養生シート掛け作業を手作業から一部機械化



物流ＤＸ事例（倉庫・配送のデジタル化・自動化・機械化）

〇MujinRobotデパレタイザーの導入

〇ハンドリフト牽引型の自動搬送装置（AGV）

〇自動ｱﾝﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ/ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾛﾎﾞｯﾄの導入

令和3年度
物流・配送会
社のための物
流DX導入事
例集

令和4年度
中小物流事
業者のため
の物流業務
のデジタル
化の手引き

資料ダウンロードはこちらから
https://www.
mlit.go.jp/seis
akutokatsu/fre
ight/seisakuto
katsu_freight_
mn1_000018.
html 145

アンローディング(荷卸し)では、積込状況を画
像認識し、順番を判断の上作業を実施。
ローディング(荷積み)では、ケースサイズに応じ
て縦・横の最適な方法を認識し、作業を実施。

〇台車型物流支援ロボット

令和5年度 中
小物流事業者
における物流業
務のデジタル化
実証

〇自動フォークリフト



荷主・物流事業者のための 物流効率化に資する「物流デジタルサービス」事例集
調査背景・実施目的
（調査背景）現在、物流業界において、長時間の荷待ちや契約にない附帯作業等による長時間労働、価格競争に伴う厳しい取引環境・雇用環境等、物
流業界における課題は深刻化しており、これらがトラックドライバーをはじめとする物流分野における人手不足の原因となっている。物流業界においては、2024 年
度からのトラックドライバーへの時間外労働の上限規制等の働き方改革や脱炭素化に向けた取組への対応も求められている。
こうした背景を受け、 2023年6月に経済産業省・農林水産省・国土交通省の3省が、『物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取
組に関するガイドライン』を取りまとめ、発荷主・着荷主・物流事業者が連携・協働して『物流業務の効率化・合理化』に取り組むことが求められている。
（実施目的）『物流業務の効率化・合理化』を実現するために、荷主・物流事業者が活用することで物流の2024年問題に 対し改善効果があると期待される
サービスを明らかにする。

調査スコープ
物流効率化は「設備・機材」と「IT情報・技術」の2つのアプローチ対象があるが、本調査においては、「IT情報・技術」 を対象とする。
(自動運転トラック、AGV、パレット、パレタイザー、自動倉庫等の「設備・機材」は本調査の対象外。)

調査対象サービス
物流に関わるプレイヤー※同士が連携・協働して効率化するサービスに重点を置きつつ、個社内で行える効率化サービスまで広く対象とした。
※ガイドラインに記載されている発荷主事業者、物流事業者（運送・倉庫等）、着荷主事業者。

調査対象スコープ内に属するサービス大分類
保管（倉庫）輸送

倉庫・輸送拠点マッチングサービス輸送マッチングサービス企業間連携による
効率化サービス

倉庫関連
管理システム

バース予約
システム

検品レス
サービス

電子書面・契約 システム
（伝票電子化・ EDI等）

実績・ 動態
管理システム

輸送管理
システム

ダイナミック
プライシング

個社内で行える
効率化サービス バックオフィス業務自動化

（RPA等）
積付管理
システム

輸送・調達計画システム（ルー
ト・モード 最適化）

（参考）物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドラインより
効率的な物流を実現するためには、発荷主事業者、物流事業者 （運送・倉庫等）、着荷主事業者が連携・協働して、現状の改善を図るための取組を実施することが必要である。発荷主事業者、 物流
事業者及び着荷主事業者は、次に掲げる諸事項に取り組むことを通じて、物流の適正化・生産性向上を図るものとする。

本調査の重点課題
物流革新に向けた政策パッケージの施策効果のうち、【荷待ち・荷役の削減】と【積載効率の向上】に資する効果の期待ができるサービスを重点課題とする。 146
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荷主・物流事業者のための 物流効率化に資する「物流デジタルサービス」事例集

㈱フレームワークス 「ＷＥＳ」



各関係者から寄せられた情報（物流効率化等の工夫）
パレット・カゴ車の活用
【製造系(メーカー) 】
○各工場～拠点のパレット化を昨年より開始⇒3か年計画として来年完了予定
○パレタイズが進んでおり、協力工場にもパレットの推進を進めている。
【物流系（保管・倉庫）、物流系（トラック実運送）】
○乗務員の拘束時間及び労働時間の削減の近道は荷役作業時間の短縮もしくは撤廃と考え、バラ積み

をパレット積みに変更する依頼。大型1台で約1時間30分の短縮に成功している業務があります。
○積込み、納品時間の大幅な削減とドライバーの負担軽減、品質保持 ⇒ 課題：パレット費用の増加、

配送トラック積載の低下
納品リードタイムの緩和
【製造系(メーカー) 】
○大手広域卸へのアプローチ進み、D＋２の構成比が今年度８割以上になる見込み。
○LT2統一 → 時間猶予で受注手配緩和・配車効率UP
○納品期限緩和・統一⇒出荷引当（ピッキング・荷揃え）件数が15％低下（賞味指定しなくていい）。
【物流系（保管・倉庫）、物流系（トラック実運送）】N＋2のリードタイム変更要請（待機時間抑制）
【物流系（トラック大手、元請）】 納品時間幅の獲得、納品リードタイム延長
高速道路利用
【物流系（保管・倉庫）】荷主へ運賃とは別途で全線高速の使用を提案している。
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検品の効率化
【製造系(メーカー) 】検品レス → 納品時間と作業極小化（出荷荷役時の検品作業に集約）
【物流系（保管・倉庫）】
○卸店舗へ調整のうえ配送時の検品時間短縮 ⇒ 効果：ドライバーの検品待ち時間の短縮
貨物の総量増加
【物流系（保管・倉庫）;物流系（トラック実運送）】
○物量が多い時や配送が遅くなりそうな時は、別車を出して対応（トン数オーバーじゃなくても）
物流拠点の整備・見直し
【製造系(メーカー) 】 近畿中四国の長距離輸送脱却を目指し、６月より岡山に新拠点を設立
【物流系（保管・倉庫）】 広域における配送については、拠点の見直しを検討して頂いております。
出荷・集荷情報の早期共有
【製造系(メーカー) 】
○出荷指図データ送信時間の早期化 ⇒ 24年度は30分ほど短縮
○流通各社との交渉において、チルド商品の事前受注の比率を高める取組みを実施。受注当日の計画と

の差異を無くす事で、減便や増便等を防ぐ狙い。
配送の共同化
【物流系（トラック実運送）】
○既存ルートの活用で様々な荷主の荷物を混載することでコストを抑え、結果として運賃も抑える。ただし現

状の配送ルートの運行時間に合わせる必要があり、納品時間や集荷時間がマッチしないと実現できない。149

各関係者から寄せられた情報（物流効率化等の工夫）



貨物量の受渡日及び時刻又は時間帯の集約
【製造系(メーカー) 】
○納品荷待ち/荷役発生先への納品条件緩和商談 → 着荷主が荷受けしやすい日時・曜日・条件など

を聞き出せた（納品条件などを相談しやすくなった）
○曜日波動の平準化（新商品の早期納品） ⇒ 効果：得意先啓蒙の段階（具体的な数値としては

まだ見えていない）
○日配品を取り扱っているが、特売日など物量が多い日の店別仕分け納品から総量一括納品への変更、

効果、納品時間（荷役時間）の短縮
○納品曜日集約(特に地方)→物流業者の配車効率化(コストアップ幅の抑制≠コストダウンではない)
【物流系（保管・倉庫）、物流系（トラック実運送）、物流系（トラック大手、元請）】
○物量のまとまらない納品先様に関して、隔日納品や曜日納品を取り入れた ⇒ １回の納品の積載率の

向上。納品車両台数の削減。
○隔日配送やカーゴテナーでの配送を荷主より提案されており、実用に向けた運用を模索している段階
関係団体・関係事業者との連携
【製造系（メーカー）、農業、水産系（産地から発送）】
○様々な場で卸（日本加工食品卸協会）、小売（SM物流研究会など）、物流事業者（F-LINE

㈱）の方々と課題を話し合い解決に当たっています。
○納品条件緩和、付帯作業削減に向けて複数メーカーで課題検討地域の小売り物流研究団体と協議。
○業界団体との意見交換、共同配送の実施
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各関係者から寄せられた情報（物流効率化等の工夫）



その他、トラックドライバーの負担軽減に向けた対応（作業からの解放等）
【製造系(メーカー) 】
○トラックドライバーの負担軽減のため、二次配送での附帯作業の撤廃などを申し入れ。
○納品時の附帯作業に関する調査を実施し、取引先へなくすように働きかけを実施（交渉に先立って社内

にて営業部門への物流勉強会を開催）⇒ 効果：取引先の商慣行の見直しによる乗務員の負担軽減
○納品時附帯作業(仕分けやシール貼り等)の撤廃を着荷主側に交渉。附帯作業がなくなることで納品作

業の標準化を実現できるため、ドライバーは誰が行っても同じ対応できるようになる(休日などシフト調整も
しやすくなる)。

○納品先の配送車両による引取 ⇒ 効果：配送後、空で戻っていた車両を使う事により、物流費の削減、
得意先車両の運集ＵＰ

○対策：ノー検品、カゴ台車納品、センター運営会社との荷下ろしに関する流通加工契約（パレットグロス
納品後の台車積替え、入り数分け作業など） ⇒ 効果：積込荷下ろし時間短縮（数十分単位）

○配送曜日の見直し、受注リードタイムの見直し、検品レスやパレット納品の取組みなど
○置き配 → 検品待ちや受領待ちを省略し、早帰り車両が有効活用できるようになった。
【物流系（保管・倉庫）;物流系（トラック実運送）】
○検品などドライバーにさせないよう業務内容の見直しを進めている。
○隔日配送やカーゴテナーでの配送を荷主より提案されており、実用に向けた運用を模索している段階
○積荷時間、荷待時間、荷役作業等の改善提案および付帯作業料金のお願い。
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各関係者から寄せられた情報（物流効率化等の工夫）



モーダルシフト
【物流系（保管・倉庫）;物流系（トラック大手、元請）】
○トレーラ輸送で、遠方への集荷については間に船を使うことにより1車当たりの運行時間を短くすることがで

きた。例）従来だと北海道苫小牧発～北見市集荷～道外向け（苫小牧港乗船）ですと北見市へいく
時間が片道7時間前後かかるところを、苫小牧港乗船～釧路港へ（車両を事前に送り込み）釧路発～
北見市～釧路港～道外へに切り替えることにより北見市への片道時間４時間弱にすることにより短縮。

物流ＤＸ（デジタル化、機械化・自動化）
【物流系（３PL、物流センター運営）】
○自社倉庫にて動態管理システムやAGF、自動ラックなどの導入を実施 ⇒ 効果：次くる車両の可視化

ができ出荷準備を行えることや、待機時間の削減に繋がった。
○予約システムを有する納品先へは率先して予約納品 → 待機時間は削減傾向
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各関係者から寄せられた情報（物流効率化等の工夫）



今後ご紹介を予定している事例・テーマ等



今後ご紹介を予定している事例・テーマ一覧

ご紹介時期(予定)タイトル・概要#
R7.7.28(月)システムを活用した契約書面化等（ハコベル㈱）1
R7.7.28(月)システムを活用した実運送体制管理簿整備（ASKUL LOGIST㈱、㈱Hacobu）2

今後調整ドライバー未経験者の積極採用、トラック事業の時間生産性管理（㈱Ｇライン）3
今後調整公認会計士から見た物流の生産性向上（日本公認会計士協会中国会会長 片山様）4
今後調整魚活ボックスを活用した輸送効率化（日建リース工業㈱）5
今後調整ハンドリフト等物流搬送機器を活用した中小事業者の作業効率向上（スギヤス㈱）6
今後調整トラック架装（荷台、コンテナ、トレーラー）から見た物流効率化（日本トレスク㈱）7
今後調整働き方認証制度、外国人トラックドライバー雇用等（（一社）日本海事協会）8
今後調整求貨求車、多重化防止の取組み（日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会）9
今後調整求貨求車の状況、多重化改善に向けた取組み（日本貨物運送協同組合連合会）10
今後調整標準レンタルパレット導入、賞味期限管理方法の変更等物流効率化（オタフクソース㈱）11
今後調整中小トラック事業者間の中継輸送（志和貨物自動車㈱、久松自動車㈱）12
今後調整パレット輸送の現状と今後について（日本パレットレンタル㈱）13
今後調整パレット輸送の現状と今後について（三甲㈱）14
今後調整発泡スチロール制パレット（トーホー工業㈱）15
今後調整トレーラームービングシステム（㈱IES）16
今後調整荷役等を行う人員の適切な配置 （イオン北海道、traevo㈱）17
今後調整簡易型手動ストレッチ包装機（司化成㈱）18 154
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事例紹介：ASKUL LOGIST株式会社

実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務のさらなる効率化へ

• 改正トラック法により、2025年4月から元請事業者には、
実運送事業者の名称や請負階層、配送する貨物の内
容や区間などを記載した「実運送体制管理簿」の作成
が義務化

• MOVO Vistaの導入を全国の輸送管理拠点に拡大
• MOVO Vistaの「実運送体制管理簿出力機能」を活

用することで、法令遵守対応と輸送管理業務の効率化
を実現

課題
輸送管理業務の効率化、及び
「実運送体制管理簿」義務化への法令遵守対応

解決策
MOVO Vistaの「実運送体制管理簿出力機能」を
活用することで、法改正への対応をスムーズに進めるこ
とが可能に

※「実運送体制管理簿の義務化を見据え全社DXを推進 MOVO Vistaで持続
可能な物流体制へ」の記事全文をHacobu Webサイトよりご覧いただけます。

ASKUL LOGIST
輸送管理チームの皆様
「MOVO Vistaを活用し
実運送情報を一元管理！」
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中小トラック事業者間中継輸送実証

大阪⇔東広島
トランスポートアトミック（株）《大阪》

貨物種別：一般（建材等）

志和貨物自動車㈱では、トランスポートアトミック㈱と共同のうえ、令和6年9月より大阪～九州における中継輸送
を実証中。中小トラック事業者が導入可能な改造型のセミトレーラーを使用し、同社施設(東広島市)を中継地点
として活用のうえ運行を継続している。

東広島⇔九州・山口
志和貨物自動車（株）《広島》
貨物種別：一般（化学品等）

九州で卸し、山口で荷積み

【実現・継続に必要な経費】
○車両改造費 （日野自動車プロフィアベース）

約 ２，0００○必要設備導入費 （ジャッキ等）
万円○中継施設（地盤整備・上屋）

○コンサルティング料

（特徴③）民間物流施設の活用
物流拠点である事業者施設はインターチェンジ近くに所在し、ス
ペースもあるため使い勝手が良く、既存施設を利用することによ
り整備コストも節約。災害時は物資拠点としても活用可。

（特徴②）改造型セミトレーラーの活用
改造型はコストを抑え、積載量低下を防ぐことも可能。
またセミトレーラーの荷台交換型はトレーラー部分を切り離して
据え置けるため、両者のタイミングが合わなくても中継が可能。

（特徴①）中小事業者間の中継輸送
大阪と広島をそれぞれ拠点に持ち、荷主も貨物も異なる事業
者による中継輸送。九州⇒大阪の上り便の状況に合わせ、帰
り荷の積み地も調整するなど工夫をしている。

【実現・継続に向けた課題】 【対応策(案)】
協議会等による全体統括。
関係者の参加を促し、離脱を
防ぐインセンティブ、リスク付与。
公的補助(協議会規模、導
入期間等弾力的運用)

○荷積み、荷卸しのタイミングにおける荷主の理解・協力
○参加事業者のマッチング、関係維持
○中継時責任分界点等全国共通の運用ルールづくり
（チェック手法、封印、責任分界点、コスト・利益分配）
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標準レンタルパレット導入、賞味期限管理方法の変更等物流効率化
「ホワイト物流」推進運動 持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

取引先や物流事業者から、荷待ち時間や運転者の手作業での荷卸しの
削減、附帯作業の合理化等について要請があった場合は、真摯に協議に
応じるとともに、自らも積極的に提案します。

物流の改善提案と協力

パレット、カゴ台車、折りたたみコンテナ、通い箱等を活用し、荷役時間を削
減します。パレット等の活用

発荷主として貨物を発送する場合に、物流事業者や着荷主の準備時間を
確保するため、入出荷情報等を早めに提供します。

発荷主からの入出荷情報等の事
前提供

運送契約の書面化を推進します。運送契約の書面化の推進

契約する物流事業者を選定する際には、関係法令の遵守状況を考慮しま
す。

契約の相手方を選定する際の法
令遵守 状況の考慮

台風、豪雨、豪雪等の異常気象が発生した際やその発生が見込まれる際
には、無理な運送依頼を行いません。また、運転者の安全を確保するため、
運行の中止・中断等が必要と物流事業者が判断した場合は、その判断を
尊重します。

異常気象時等の運行の中止・中
断等
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トラック事業者における未経験者の積極採用

事業者名 ：Ｇライン株式会社
設立年月日：平成25年5月1日
所在地 ：福岡県糟屋郡(本社)
従業員数 ：75名 (平均年齢33歳)
保有車両数：88台 (令和5年5月現在)
事業概要 ：一般貨物、軽貨物、利用運送、保管・流通加工
ホームページ ：https://gline.work/

【事業者概要】

特長② (情報共有による生産性向上)特長① (未経験者の積極採用)

経営者が「運送業界を磨き輝かせる」という目的のもと、既存の慣習やしがらみにとらわれず、情報を発信し、
若者雇用に成功し、成長につなげている。現在はそのノウハウをコンサルにより他社に提供中。

ドライバー未経験者の若者
を積極的に採用。
現在の従業員平均年齢
は33歳。

ドライバーの意識を経営方針
とすり合わせるため、分かりや
すい言葉で何度も発信。
人事評価とも連動させ認識
確認。

昔気質を払拭するため、未経験者採用にシフト、
当初既存ドライバーとの軋轢もあったが、定着化した。

事業成績もドライバーに共有することで、現場を知る
ドライバーが営業部門として機能するようになった。

特長的なデザインのＧラインＨＰ
（広告代理店は使わず社長が考案）

GラインHP
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魚活ボックスを活用した輸送効率化

これまで活魚輸送をするためには専用の活魚
車が必要であったため、小口で輸送をしよう
としてもコストがかかりすぎて実現するのが
難しい現状がありました。
しかし、魚活ボックスなら１箱から輸送が可
能で、これまでコストがかかり運べなかった
少ない数の天然魚や希少魚を活魚で輸送する
ことも可能となります。

現在、魚は大きく分けて「活魚」「鮮魚」「冷凍魚」の３通りの方法で流通しています。今回はその中から生き
たまま輸送する「活魚」の流通について紹介。料亭の生け簀などで泳いでいる魚を思い浮かべれば、わかりやす
いかと思います。
生きた魚を輸送することは非常に難しく、コストもかかってしまうため、これまで活魚での流通は多くありませんで
したが、そうした問題の解決に向けて開発されたのが「魚活（ぎょかつ）ボックス」です。
魚活ボックスは、水槽内の海水に二酸化炭素を一定濃度溶け込ませて魚を低活性化（眠ったような状態）
させることで、一度にたくさんの魚を生きたまま輸送できる仕組みになっています。
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ハンドリフト等物流搬送機器を活用した中小事業者の作業効率向上
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発泡スチロールを活用した輸送資材

162



簡易型手動ストレッチ包装機
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➢荷受け専門の要員が確保出来ない小売店舗においては、店員が店内オペレーションに忙

殺されてしまうため、車両の到着に合わせた適切なタイミングで荷受け作業を開始することが難し
いことが多く、待機時間、荷役等時間（店舗での滞留時間）を短縮することが課題となっている。
➢ そこで、トラック近接を音声と光で店員に報知する装置を導入し、着荷時刻が店舗に事前通知

されることにより、店員がトラックの到着前に荷受準備をすることが可能となり、一部店舗への実
証導入を通じて平均 15％の荷役等時間の短縮を実現。
➢ 加えて、荷受けの際に店舗従業員が前もって搬入口に出て、近隣住民、顧客への安全配慮を
行うことが可能となった。

荷役等を行う人員の適切な配置

荷主の判断基準解説書（事例集）より 164


